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報

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
三
年
四
月
二
八
日
(
金
)
午
後
一
時
半

l
五
時

「
民
法
学
に
お
け
る
利
益
考
量
論
に
つ
い
て
」

報

告

者

瀬

川

信

久

氏

出

席

者

三

回

名

本
報
告
は
、
今
日
わ
が
国
に
お
い
て
、
民
法
解
釈
学
の
主
潮
と
な
っ
て
い

る
利
佳
考
吐
世
論
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
の
報
告
は
、
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
持

つ
研
究
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
利
益
考
量
論
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の

検
討
・
批
判
は
、
利
時
M

考
旦
反
論
の
主
張
を
、
単
一
・
一
様
な
も
の
と
考
え
て

き
た
。
こ
の
た
め
に
、
議
論
に
多
く
の
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
利
益
考
量
論
の
思
想
を
種
々
の
考
え
の
複
合
と
し

て
と
ら
え
、
そ
の
構
成
部
分
に
分
解
す
る
。
そ
し
て
そ
の
構
成
部
分
た
る
種

々
の
観
念
が
い
か
な
る
事
情
・
背
景
に
由
来
す
る
の
か
、
な
ぜ
、
ま
た
ど
の

よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ら
が
利
益
考
最
論
と
い
う
形
に
結
回
問
し
た
の
か
、
を
明

ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
把
揮
し
直
し
た
利
益
考
量
論
を
今
日
の
社

会
的
歴
史
的
状
況
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
方
向
を
具
体
的

に
採
る
。

本
報
告
で
は
さ
し
あ
た
り
、
利
益
考
量
論
の
主
唱
者
で
あ
る
加
藤
一
郎
・

星
野
英
一
一
向
氏
の
、
実
作
を
含
む
い
く
つ
か
の
論
稿
を
素
材
に
し
た
。
そ
の

検
討
か
ら
、
利
益
考
量
論
の
内
容
と
し
て
、
ハ
円
「
法
解
釈
は
実
践
で
あ
る
」

と
い
う
主
張
、
こ
の
主
張
の
実
行
と
し
て
の
徹
底
し
た
利
益
状
況
の
分
析
、

そ
れ
に
よ
る
ド
イ
ツ
法
的
法
概
念
の
無
意
味
さ
の
指
摘
、
同
価
値
判
断
の
客

観
性
・
主
観
性
に
対
す
る
見
解
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
利
益
考
量
論
者
の

中
で
も
昆
解
が
分
か
れ
る
〉
、
白
価
値
判
断
基
準
と
し
て
、
常
識
・
価
値
感
覚

あ
る
い
は
仙
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
主
張
す
る
こ
と
、
同
法
規
の
拘
束
力
を

積
一
視
し
な
い
傾
向
な
ど
、
を
分
析
的
に
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
観
念

の
背
景
・
由
来
を
、
戦
前
か
ら
の
我
妻
法
学
、
戦
後
の
法
解
釈
論
争
、
利
益

考
畳
論
を
め
ぐ
る
近
時
の
議
論
の
中
に
求
め
た
。
そ
し
て
さ
し
あ
た
り
の
結

論
と
し
て
、
利
持
続
考
管
論
は
、
一
方
で
法
解
釈
論
争
が
諜
し
た
課
題
を
遂
行

し
つ
つ
(
付
の
点
)
、
他
方
で
法
解
釈
論
争
が
は
ら
ん
で
い
た
問
題
性
を
承
継

し
、
あ
る
い
は
増
幅
し
て
い
る
、
と
推
論
し
た
。
そ
の
問
題
性
と
し
て
今
回

は
、
利
佳
考
量
論
の
主
張
す
る
価
値
と
事
実
の
二
元
論
(
前
述
し
た
け
の
点

に
関
す
る
〉
を
取
り
上
げ
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
。
す
な
わ
ち
、
実
際

の
裁
判
例
に
は
、
さ
ら
に
利
益
考
量
論
者
の
判
例
評
釈
・
論
文
に
も
、
事
実

認
識
が
価
値
判
断
を
決
定
し
て
い
る
例
が
数
多
く
あ
る
。
ま
た
、
沢
田
允
茂

氏
な
ど
に
よ
れ
ば
、
原
理
的
に
も
多
く
の
場
合
、
価
値
判
断
の
対
立
は
事
実

認
識
の
対
立
に
還
元
で
き
、
か
っ
、
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
に
し
て
厳
格
な
二
一
五
論
を
採
り
え
な
い
こ
と
は
、
実
務
上
も
、
判
決
文
の

書
き
方
、
間
接
事
実
の
扱
い
方
、
研
修
所
で
の
要
件
事
実
教
育
の
あ
り
方
な

ど
に
、
問
題
を
提
起
す
る
で
あ
ろ
う
。

続
く
討
論
で
は
、
価
値
判
断
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
法
解
釈
論

争
の
意
義
、
な
ど
の
問
題
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
事
実
と
価
値
の
二
元
論
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報

の
問
題
が
最
も
活
発
に
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、
今
後

は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
価
値
判
断
を
事
実
認
識
に
還
元
で
き
る
の
か
、
あ

る
い
は
で
き
な
い
の
か
、
還
元
で
き
な
い
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
価
値

判
断
の
対
立
を
解
消
す
る
か
、
を
具
体
的
に
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

LPhノ
。

雑

。
昭
和
五
三
年
五
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
1
四
時
半

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
と
未
来
意
識
」

報
告
者

出
席
者

中

キサ

研

氏三
三
名

O
昭
和
五
三
年
六
月
三

O
日
(
金
〉
午
後
一
時
半

i
四
時
半

「
フ
ラ
ン
ス
の
最
近
の
法
(
主
と
し
て
公
法
)
学
の
教
育
と
研
究
に
つ
い

て
」

報

告

者

忠

一

氏

出

席

者

二

八

名

昭
和
五
二
年
一

O
月
中
旬
か
ら
本
年
三
月
中
旬
に
か
け
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在

し
た
深
瀬
氏
が
、
現
地
で
じ
か
に
ふ
れ
た
(
一
九
六
八
年
「
五
月
危
機
」
後

の
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
改
革
の
実
績
と
し
て
の
)
法
(
公
法
・
政
治
・
行
政
)

学
教
育
と
研
究
の
制
度
と
実
態
及
び
文
献
の
最
近
の
状
況
に
つ
い
て
報
告

し
、
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ
た
。
報
告
内
容
に
若
干
加
筆
し
た
論
稿
が
、
「
フ

ラ
γ
ス
の
最
近
の
公
法
学
教
育
お
よ
び
研
究
・
文
献
覚
え
書
き
」
と
し
て
本

誌
(
一
八
七
頁
〉
に
渇
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

深

瀬

O
昭
和
五
三
年
七
月
一
一
六
日
き
午
後
一
時
単
丁
五
時

「
国
際
関
係
と
平
和
研
究
」

北法29(2・208)340

ア
ナ
ト

l
ル
・
ラ
パ
ポ

l
卜
氏

通

訳

曽

野

和

明

氏

出

席

者

二

七

名

平
和
研
究
者
と
し
て
世
界
的
に
知
ら
れ
わ
が
国
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
ラ
パ
ポ
l
ト
教
授
の
講
演
を
聴
き
、
討
議
の
時
聞
を
も
っ
た
。
教
授

は
、
平
和
研
究
の
観
点
か
ら
国
際
関
係
の
近
代
史
お
よ
び
現
代
の
問
題
点
を

概
観
し
た
。
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
条
約
以
降
は
君
主
制
の
主
権
諸
国
家
の
共

同
体
と
い
う
観
念
が
支
配
的
で
あ
り
、
君
主
体
制
の
維
持
と
い
う
共
通
基
線

の
も
と
、
職
業
的
軍
隊
そ
し
て
戦
争
の
目
的
・
規
模
と
も
に
限
定
さ
れ
て
い

た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
の
よ
う
な
戦
争
体
制
に
大
変
革
を
も
た
ら
し
、
人

民
軍
が
形
成
さ
れ
、
兵
士
は
祖
国
に
対
す
る
忠
誠
心
に
よ
っ
て
結
束
し
て
戦

う
こ
と
に
な
る
。
今
日
新
興
独
立
国
の
国
造
り
に
際
し
で
も
み
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
軍
隊
が
国
民
的
同
質
性
形
成
の
主
要
因
に
な
り
、
国
家
の
主
権
と

は
戦
争
遂
行
能
力
だ
と
い
う
考
え
方
が
強
く
な
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
を
経

て
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
戦
争
論
が
、
国
際
政
治
と
は
国
益
の
た
め
の
政
治

と
そ
の
延
長
と
し
て
の
戦
争
だ
と
説
く
。
第
一
次
大
戦
後
多
く
の
君
主
制
が

倒
れ
、
ま
た
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
の
成
功
に
よ
り
、
階
級
闘
争
や
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
要
因
が
強
く
な
る
。
と
こ
ろ
で
今
日
で
は
、
現
代
戦
争
に
つ
い
て
新

し
い
考
え
方
が
生
れ
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
戦
争
は
犯
罪
で
あ
り
、
戦
争
手
段
と

し
て
の
軍
隊
は
犯
罪
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
ソ
の

対
立
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
た
国
際
権
力
政
治
が
行

講
師
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な
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
現
在
約
一
五

O
の
法
律
上
の
主
権
独
立
国
が
存
在
す
る

が
、
現
実
的
諸
権
力
関
係
に
お
い
て
は
大
多
数
が
超
大
国
に
追
随
し
て
い

る
。
ま
た
依
然
と
し
て
、
国
家
の
安
全
と
権
力
と
軍
事
力
を
同
一
視
す
る
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ツ
ツ
流
の
国
際
政
治
観
が
有
力
で
あ
る
が
、
今
日
の
現
実
に
は

最
早
対
応
せ
ず
、
例
え
ば
、
超
大
軍
事
力
を
も
っ
ソ
連
や
ア
メ
リ
カ
の
方
が

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
オ
l
ス
ト
リ
ヤ
や
ピ
ル
マ
よ
り
安
全
か
と
い
う
と
、
逆
に

安
全
性
が
少
な
く
よ
り
危
険
だ
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
。
世
界
的
共

同
体
の
組
織
化
、

4
1
而
的
軍
縮
の
方
向
に
向
う
べ
き
で
あ
り
、
現
実
を
動
か

し
て
い
る
決
定
権
者
が
誰
か
を
科
学
的
に
認
識
し
、
軍
事
力
依
存
の
神
話
な

い
し
迷
信
を
打
破
し
、
啓
蒙
お
よ
び
教
育
を
進
め
、
文
化
的
社
会
的
結
合
体
と

し
て
の
同
民
国
家
が
最
早
軍
隊
に
依
存
せ
ず
警
察
力
だ
け
で
充
分
存
続
・
繁

栄
し
う
る
と
い
う
新
し
い
考
え
方
が
有
力
に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の

意
味
で
、
日
本
が
経
済
的
に
成
功
し
つ
つ
軍
事
的
に
は
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
な
が

ら
、
平
和
憲
法
の
も
と
総
合
的
な
外
交
で
安
全
と
平
和
を
維
持
し
て
い
る
の

は
、
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
良
い
エ
グ
ザ
ン
。
フ
ル
で
あ
る
等
々
。
明
解
な
通

訳
で
討
論
も
は
ず
ん
だ
。

な
お
、
七
月
二
四
日
午
後
の
研
究
会
で
は
、
同
教
綬
は
「
平
和
研
究
と
平

和
教
育
」
に
つ
い
て
講
演
、
今
日
の
平
和
研
究
に
三
つ
の
注
目
す
べ
き
ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
シ
ス
テ
ム
研
究
、
戦
略
研
究
、
ア
ク
シ
ョ

γ

参
加
研
究
に
つ
い
て
最
新
の
動
向
を
説
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
近
代
の

E
D者
l
i

-a問
。
は
人
聞
に
宮
耳
2
を
与
え
た
が
、
い
わ
ゆ
る
科
学
技
術
が
人
間
性
か

ら
背
離
し
た
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。

ω口
芯
ロ
日
と
は
本
来
人
類
を
口
三
守

す
る
本
質
を
も
っ
総
合
的
な
人
間
の
知
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
客
観
的
」
た

る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
の
貫
大
な
破
壊
的
事
象
に
対
し
科
学
者
が
「
中
立

的
」
で
は
あ
り
え
な
い
等
、
示
唆
深
い
懇
談
が
行
な
わ
れ
た
。

訂

正

前
号
本
学
部
教
官
名
簿
に
、
小
森
田

秋

夫

(

醐

耐

あ
る
の
は
、
小
森
田

す

秋
夫
(
捌
社
教
会
均
)
と

問
)
と
訂
正
い
た
し
ま
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